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１ 知事が指定する水防警報河川・水位周知河川の基準水位の変更（Ｐ１５５、Ｐ１６２） 

水害時の情報提供に関して、令和６年度までに洪水予報河川３河川、水位周知河川３８河

川の指定を行い、特別警戒水位等を設定し、市町村の避難判断のための河川情報として河川

管理者から市町村長へ直接電話等で伝える仕組み（ホットライン）を構築した上で、運用し

ているところである。 

今般、すでに指定済みの夏川（水防警報河川・水位周知河川）について、令和６年度より

岩手県管理区間で基準量水標が変更となり（宮城県：佐沼、岩手県：小谷地）、左右岸で基準

水位が異なる状態となっていたことから、左岸側の岩手県との整合を図るため、基準観測所

及び受け持ち区間の見直しを行い、関係市等との協議を経て、基準水位を変更するもの。 

 

１）一級河川北上川水系夏川（変更） 
○ 変更前 

基準 

観測所 

水防団待機水位 

（m） 

はん濫注意水位 

（m） 

避難判断水位 

（m） 

はん濫危険水位 

（m） 

受け持ち 

区間 

佐沼 3.60 4.20 4.50 4.70 

(左)  登米市中田町糠塚 

（ 岩 手 県 境 ） 

(右) 登米市石越町北郷字

小 谷 地 

（ 栗 原 市 境 ） 

｜ 

迫 川 合 流 点 

 
○ 変更後 

基準 

観測所 

水防団待機水位 

（m） 

はん濫注意水位 

（m） 

避難判断水位 

（m） 

はん濫危険水位 

（m） 

受け持ち 

区間 

小谷地 2.60 3.20 3.80 4.20 

 (右) 登米市石越町北郷字

小 谷 地 

（ 栗 原 市 境 ） 

｜ 

(右) 登米市石越町東郷字

新 五 町 谷 地 

佐沼 3.60 4.20 4.50 4.70 

(左)  登米市中田町糠塚 

（ 岩 手 県 境 ） 

(右) 登米市石越町東郷字

新 五 町 谷 地 

｜ 

迫 川 合 流 点 

 

 

【基準水位の種類】 

○ 氾濫危険水位：浸水被害の恐れのある水位。避難指示の目安。 

○ 避難判断水位：氾濫危険水位から、避難に必要な時間を差し引いた水位。高齢者等避難の目安。 

○ 氾濫注意水位：水防団出動の目安。また、出水時の河川管理巡視出動の目安。 

○ 水防団待機水位：水防団や河川管理巡視を準備する目安。 
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２ 洪水予報及び洪水特別警戒水位到達情報等に関する伝達方法の変更 

洪水予報及び洪水特別警戒水位到達情報等については、現在ＦＡＸにより対象機関に伝達

しているところであるが、発令数が多数となった場合に、ＦＡＸの混雑や送信作業で情報伝

達に遅延が発生する懸念があるほか、電話による受信確認等による業務負担が課題となって

いる。 

 よって、市町村等関係機関を含めた宮城県全体でより迅速、かつ、業務負担の少ない情報

伝達方法に見直しを行うため、電子メールでの情報伝達を基本とし、予備的にＦＡＸ等によ

る伝達も可能とするもの。 

 

３ 洪水浸水想定区域指定の追加（Ｐ１７６～１７９） 

洪水浸水想定区域とは、氾濫域に住宅等の防護対象のある河川について、想定最大規模降

雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を指定するものであり、指定により、

市町村による洪水ハザードマップ作成などの対策が促進され、さらなる避難体制の強化が図

られることとなる。 

指定の対象となる河川は、洪水予報河川、水位周知河川、特定都市河川、それら以外の一

級河川・二級河川で国土交通省令の定める基準に該当する河川（住宅等の防護対象のある河

川）となっている。 

県管理河川３２５河川のうち指定対象となる河川は２９１河川であり、これまで指定して

いた１７３河川に加え、新たに３７河川を指定することから、計画書に記載するもの。 

なお、残りの８１河川についても、今後順次指定を行い、早期に対象となる全ての河川を

指定することとしている。 

 

４ その他 

○重要水防箇所の見直し（Ｐ１６～６５） 

○水防管理団体等の管理する水防上重要な堰堤、水こう門等一覧表の修正（Ｐ７３～７６） 

など 


